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議事日程 

   第１ 署名委員の指名について 

   第２ 現地視察の結果について 

   第３ 改定計画の構成（たたき台）について 

   第４ まちづくりの課題について 

   第５ その他 
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都市整備部長  皆様、おはようございます。都市整備部長の佐藤でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、第３回多摩市都市計画に関する基本的な方針改定特別委員会

でございます。本日の議事でございますが、案件が５件でございます。

事前配付資料、１から３というところがございましたけれども、一部不

備がございましたところで、本日机上に差し替え資料を配布させていた

だいてございます。申し訳ございません。それから、参考資料が１から

３でございます。皆様、資料はお手元にございますでしょうか。もし不

具合があれば、挙手していただければ、お届けさせていただきます。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、中林委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

中林委員長  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日、非公開案件もございませんので、多摩市都市計画審

議会運営規則第１２条の規定に基づき、公開といたします。 

 傍聴者につきましては、多摩市都市計画審議会の会議の公開に関する

取扱い規定に基づいて、会場の都合で、本日先着１０名以内ということ

にさせていただいております。本日、傍聴希望者おられますか。 

事務局  ございます。 

中林委員長  それでは、傍聴希望者がおられるということですので、入室を許可し

たいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、入室を誘導してく

ださい。おられませんか。 

事務局  今、電話中です。 

中林委員長  分かりました。それでは、そのうち、傍聴者、来られるかと思います

が、先に進めたいと思います。 

 それでは、ただいまより会議に入りたいと思います。現在の出席委員

ですが、２０名でございます。委員総数は２２名でございますので、定

足数に達しております。これより、第３回多摩市都市計画に関する基本

的な方針改定特別委員会を開会いたします。 

 なお、本日、６番石川美紀委員、１１番小暮和幸委員につきましては、

都合により欠席との連絡をいただいております。 
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 それでは、最初に日程第１、本日の議事録の署名委員の指名を行いま

す。多摩市都市計画審議会運営規則第１８条第３項の規定に基づき、本

日は、９番小野澤裕子委員、１０番加藤岳洋委員にお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。会が終わった後に、議事録が整った

ら連絡されると思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、

日程１につきましては、９番小野澤委員と、１０番加藤委員に署名委員

を指名させていただくことで終了いたします。 

 次に、日程第２でございます。先般、３回に分けて行いました現地視

察につきまして、その結果をまとめていただいておりますので、これに

つきまして事務局より説明をお願いいたします。 

都市計画課長  都市計画課長の松本でございます。本日はどうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、日程第２、現地視察の結果について御報告させていただき

ます。多摩市の現状把握や委員同士の課題意識の共有を図ることを目的

に、令和５年３月２０日、２３日、２４日の３日間で実施させていただ

きました。どのような説明をさせていただいたか、また、委員の皆様か

らどのような御意見が上がっていたかということを、御参加いただけな

かった委員さんもいらっしゃいましたので、共有させていただきたいと

思います。 

 視察スケジュール、ルートにつきましては、資料の１ページ、２ペー

ジにお示しさせていただいたとおりでございます。３ページからは現地

視察の結果でございます。 

 まず、多摩センター駅周辺の視察の状況についてでございます。ペデ

ストリアンデッキから見てまいりましたが、エスカレーターの設置を検

討したが、構造上の問題などの理由から中断しているような状況がある。

使われる場所につけるべきで、西側エレベーター付近がよいのではない

かといった御意見。雨の日は駅周辺の舗装が滑る、ペデ下が暗く雰囲気

がよくない、ペデのタイルや手すりに歴史的な価値があるので、社会実

験で美化運動を行うなど活用してみてはどうか、デッキ上はにぎわいを

つくれる場所になるとよい、デッキ上にシェルター（雨よけの屋根）が
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後づけされたけれども、一部にとどまっているため工夫が必要といった

御意見が上がっておりました。 

 ４ページに参りまして、バスロータリーについてでございます。駅周

辺に高低差が多くバリアフリーになっていない、使われていない中央部

を活用したいといった御意見が上がっておりました。 

 バスについては、ルート・便数は現状で問題ないのですかということ

ですとか、駅前広場に隣接する空間の活用を考える必要があるといった

御意見が上がっておりました。 

 そのほかには、多摩センター駅周辺において駐輪場が足りているかど

うか、多摩センター駅周辺について市がどこまで管理していくのか、エ

リア全体としてどのようにしていくのかを考える必要がある、照明はあ

るが暗いので、光の色の工夫なども行うべきといった御意見をいただい

たところです。 

 ５ページに参ります。モノレール駅通路との接続部については、京王

や小田急の高架下は、今後モノレール駅とのつながりをどうするかが課

題、公が民地を使う方法もあるといった御意見をいただいてございます。 

 モノレール駅横の駐車場については、長い間駐車場になっている区画

を今後活用できる策を考えていきたい、駐車場の区画をモビリティハブ

として活用することができないかといった御意見をいただきました。 

 駅周辺の通路部については、勾配が多く、高齢者にとっては歩きづら

い、勾配を活用した取組等を考えたい、うまく排水ができてない箇所が

あるのをどう改善していくか、社会実験も本番に移せる工夫が必要で、

展望を確立して進める必要がある、自動運転やモビリティの運用は無料

で使えることが大事なので、駐車場料金の一部を原資にするなど対応の

工夫が必要。６ページに参りまして、床等のタイルは特注で滑りにくい

ものを使用しているといった御意見をいただいたところです。 

 商業環境につきましては、サンリオピューロランド前の通りのパラソ

ルは管理事業者名が入っているので、管理事業者の利用者しか使えない

と勘違いしている現状がある、運用面で問題があるといった御意見をい

ただきました。商業の活性化は行政だけが努力しても改善は難しく、沿
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道の商業側にどのような希望があるのかヒアリングを行い、適した対応

をする必要があるといった御意見をいただきました。 

 そのほか、出張所が小さく、市役所建て替え後は支所レベルにする必

要がある、市の所有地だけで考える必要はなく、土地交換・分合も含め

た考えを持つべき、ＵＲが保有する駐車場を新宿駅のような立体的なバ

スターミナルとして活用するのはどうかといった御意見をいただきま

した。 

 多摩清掃工場についてです。建設後２５年が経過し、老朽化が進行し

ており、更新時期を迎えています。内部施設は補修が必要で、建て替え

る場合は敷地内の可能性が高いといった御説明を清掃工場の職員から

いただいたところです。 

 ７ページに参りまして、近隣センターについてでございます。落合近

隣センターにつきましては、公社が建物等を所有・管理していてまとま

りがあり、ほかにはない南北方向に広がった特徴がある、１階の商店も、

一部改修やちょっとした空間を活用するなど、工夫を施すことで商業空

間をよりよく見せることができている、諏訪近隣センターにつきまして

は、シャッターを開けさせる工夫を施したい、土地は買取りされている

ので、地主が納得しないと取組を行うことができない、建物の構造や地

区計画により個別の建て替えが難しく、対応策を新たに考える必要があ

るといった御意見がございました。 

 ８ページに参ります。永山駅です。バリアフリーが課題で、他地区へ

のアクセスが難しい、グリナード永山方面の施設内にエレベーターが設

置されているけれども、営業時間外は利用できなくなる、バリアフリー

の分析は各階ごとの移動にどれだけ高さがあるのか分析するとよいと

いった御意見がございました。 

 ９ページに参りまして、多摩市役所でございます。令和１１年に新庁

舎完成予定で、本庁舎は現在地が望ましいとしておりますけれども、駅

周辺の出張所やテレワーク、ＤＸの推進などが前提条件である、道路の

動線を再検討するなど、周辺環境も考慮してほしいといった御意見がご

ざいました。 
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 桜ヶ丘一丁目についてでございます。桜ヶ丘地区地区計画の区域に含

まれていて、土地利用の方針や地区施設の整備方針、建築物等の整備方

針が位置づけられています。近隣商業地域に位置づけられており、高さ

制限がないため、高いマンションの建設に法的制限はかからないといっ

た御説明を事務局からさせていただいたところでございます。 

 １０ページに参りまして、聖蹟桜ヶ丘北地区です。Ａ棟マンションは

居住が始まっており、今後、Ｂ棟、Ｃ棟の建設が予定されていること、

多摩川沿いは国土交通省のかわまちづくりに取り組んでおり、本来河川

区域内で制限がかかっている堤防上にキッチンカーが利用できるエリ

アを整備しているといった説明を事務局側からさせていただきました。 

 聖蹟桜ヶ丘駅西側地域です。駅に近い区画で、地域街づくり協議会を

発足し、地域街づくり計画の策定を検討していること、狭小道路が多い

ため、幹線道路への道の整備などの面整備の実施も視野に入れていると

いった御説明を事務局からさせていただきました。 

 中和田通りにつきましては拡幅工事中で、最短で令和１４年に整備さ

れることについて事務局から御説明させていただきました。 

 １１ページに参ります。百草団地では、都市計画法の一団地の住宅施

設となっているが、地区計画の活用により一団地の住宅施設を廃止する

ことはできないかといった御意見をいただきました。百草団地は日野市

にまたがっているため、足並みをそろえて進める必要があるといった御

説明を事務局からさせていただいております。 

 総合体育館周辺の準工業地域では、どのような経緯で準工業地域に指

定されたのかといった御質問をいただきました。都道の拡幅に合わせて

用途変更があったと思うが、準工業地域である理由は再度調べる必要が

あると事務局からお答えさせていただいておりました。十分な経緯まで

は把握できなかったんですけども、このエリアは昭和３０年代の時点で

既に準工業地域の用途地域になっていたというところでございました。 

 続きまして、その他の御意見でございます。豊ヶ丘サッカーフィール

ドについては、都内のサッカーコートがない学校の利用が多く、学生に

対しどのようなアプローチをしていくか、恵泉女学園大学については、
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２０２４年度以降の学生募集を停止することが決まったので、多摩市に

どのような影響があるか、学校の跡地利用などを検討していく必要があ

るのではないかといった御意見、団地やマンションの建て替えについて

は種地の確保が必要であるといった御意見をいただいたところです。 

 また、視察後、委員の皆様から追って御意見があればとお願いさせて

いただいたところ、１２ページ以降の御意見をいただいてございますの

で、そちらについても御紹介させていただきたいと思います。 

 中林委員長からは、桜ヶ丘一丁目の件に関して、全体の方針に市独自

の景観づくりの方針をどこまで書き込むか、地域別構想に、いろは坂の

沿道地域の景観まちづくりをどこまで書き込むかについて御意見をい

ただきました。 

 また、ほかの委員の皆様から、今後の人口縮減社会では新手法を開拓

する必要があること、尾根幹線道路に沿って安易な商業開発をすれば、

廃れていく覚悟も必要なのではないか、多摩センターは都市間競争を見

据えた魅力を構築できなければ住民の希望も実らない、多摩センターは

当地税収を還元活用すべきなのではないかといった御意見をいただい

ております。 

 また、１２ページから１３ページにわたってですけれども、多摩セン

ター駅、永山駅では、駅前の整備を考えた歩行空間データの作成ですと

か移動困難者の外出支援をどのようにするかといった御意見をいただ

きました。 

 続きまして、都市計画マスタープラン内に、地籍調査による公図の混

乱の解消や筆界確定を促す作業を鋭意行うべきことを明記すべき、恵泉

女学園大学が来年度以降の学生募集停止を発表したことを受け、今後の

動向について注視し、都市計画マスタープランでは考えていく必要があ

るといった御意見をいただきました。 

 １３ページから１４ページでは、多摩センター駅周辺の今後に向けた

御提案、また、次のページに参りまして、桜ヶ丘駅北西地域の利活用で

すとか、和田地域・準工業地域の今後について、新住地域・住宅地域の

優れた街並みに対する街並み保存地域の指定などについての御意見な
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どをいただいたところでございます。現地視察の結果、また、視察後の

委員の皆様から頂戴した意見については、このような状況でございまし

た。 

 都市マス改定におきましては、これらの御意見を踏まえて、今後検討

いただくこととなると思いますけども、ただいま御報告等させていただ

いたことを踏まえまして、委員の皆様から、現時点で改めてこの点につ

いて伝えておきたい点や確認されたい点等ございましたら、御意見をい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 また、今日、マイクなんですけども、事務局説明用と会長用のものし

か準備ができなかったというところで、御不便をおかけするかと思いま

すが、御了承いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

中林委員長  それでは、今、説明いただいた資料１についてでございます。御意見

とか御質問を含めて承りたいと思いますが、速記者の方に発言者が分か

るように、冒頭にお名前を付して発言していただければと思います。そ

れでは、御質問、御意見等、いかがでしょうか。 

 私だけ名前が出ちゃっているんだけど、１２ページの、「ふた的な話」

の、「ふた」というのは「二」ということです。つまり、当該、桜ヶ丘

一丁目の開発問題についてはどうなるこうなるという個別の課題と、一

般的な議論として、こういう高層建物の開発が将来も起こるとしたら、

都市マスにどのような取り組みを書けるかなという課題です。法的には

高さ規制というのが用途地域等と別にかけられるようになっています

から、そういう高さ規制を市独自で設定していくというような規制が、

これからのまちづくり手法としてはあり得るかなという考えでした。つ

まり、容積率というのは非常に緩いものですから、例えばニュータウン

でも早い者勝ちというか、先取り勝ちみたい建て替えが進められ、まち

づくりされてしまうということが、今後ますます多くなってくる可能性

があるので、そういう意味では、皆さんがほどほどの容積を公平に活用

しながら、どこかにだけにぎわいがあるというよりも、全体ににぎわい

があるようなまちを誘導する。そんな意味で、個別事例の問題と一般的

な課題との２つあるという話で、個別事例の話だけじゃないよねという
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ことをたしかお話ししていたと思います。そんなメモ書きだったかなと

思います。ほか、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○○委員  ○○です。１つは情報で、もう一つは皆さんに質問みたいなものです。 

 １つは、多摩センターのペデストリアンデッキにエスカレーターをと

いう話が出ているんですけど、実は一番最初にエスカレーターをつけま

した。ついていたのが今のエレベーターの位置ですけど、誰も使いませ

んでした。それで、多摩市さんが、使われないエスカレーター、屋外で

できるエスカレーターというのは、日本でも錦糸町をはじめとして僅か

だった時代につけましたけれども、要は使われないということです。み

んな、エスカレーターに乗るよりも、そのまま階段を駆け上がったほう

が早いということで、その当時の年代の人たちは使わなかったというこ

とです。あまりにも使われないので、多摩市さんのほうでエレベーター

に切り替えたということです。ですから、その辺を踏まえて、使われな

いような向きだとか位置にやると、誰も使わないということです。同じ

ようなことが、あそこら辺のスロープでも多分、こんなスロープは使い

たくないというようなことが言われると思うので、使われるような形で

ないと、造っても議論にならないかなと思います。 

 それと関連するんですけど、これ、皆さんへ質問なんですけども、今、

バリアフリーと言われているんですけど、どのレベルをバリアフリーと

皆さんが期待しているのかということです。多摩センターでもどこでも、

一応スロープというものはみんなついているんですね。でも、スロープ

なんかついたってバリアフリーではない、こういう考え方にするのかど

うかというあたりで、そうすると、全部エレベーターかエスカレーター

がついてないと言えばバリアフリーじゃないと、こういうふうに定義す

るのかどうかで対策が変わってくるんです。だから、いくらスロープを

造ってもバリアフリーの対策をしたことにならないということになり

ますから、そこをどういうふうに皆さんは求めているのかというあたり

がちょっと気になっているということです。 

 以上です。 
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○○委員  ○○ですけど、今の点で少し補足と併せて意見を述べさせていただき

ますけれども、○○さんがおっしゃるように、バリアフリーの基本的な

考え方はかなり変わってきているというのは、まず事実として挙げられ

ていて、もうスロープはほとんどバリアフリーに入らないだろうと私は

見ています。したがって、多摩センターのは過去のバリアフリーの残骸

みたいなものですね。そういう意味で、新しいバリアフリーの考え方を

どうつくるかを議論しないといけない。そのためにまずやるべきことは、

人流データをしっかり取って、人はどこをどう通るかということを把握

するために、まずデータの蓄積をする。その場合にパーソントリップデ

ータなんかでは無理なので、私どもがオリパラの前と後に、例えば有明

とか新国立とか、平年的にどのくらいの人口が集まってどうだったかっ

て、簡単に言うと、東京都のオリンピックのレガシーが果たして出てい

るかどうか。そうしたら、結構出てないということが分かってきて、デ

ータに基づいた計画をやらないといけない。 

 エスカレーターをつけるというのはデータがかなり重要で、人の動線

をはっきり見極めて、ここだったらいいよ、ここだと駄目だよという動

線を決める手だてとして必要だろうというところで、これはドコモのデ

ータを１００万ぐらい買って分析をしたんですけれども、そういうこと

をデータと意見とどういうふうにすり合わせて、さらに法的にはどうな

のかとか、制度とデータと皆さんの意見の３つぐらいをうまく統合して、

バリアフリーの計画をやることをお勧めしたいと思っています。基本的

に○○さんの意見に賛成ということです。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。 

 どうぞ、○○委員。 

○○委員  ○○です。先ほどのバスについてというのと、今のバリアフリーにつ

いてということなんですけど、駅を見ると、聖蹟桜ヶ丘駅も永山駅も、

それから唐木田駅も、少しの段差はもちろん道路から歩道に関してある

んですけれども、駅から人が歩く道とか車に歩く道というのが大体フラ

ットなんですけど、多摩センター駅だけが、駅から、改札を出てから、
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どこへ行くにもスキップフロアで、全て階段、例えばどこかまでエレベ

ーターなりエスカレーターで行っても、そこから向こうへ行くのには道

路をやって、また半分上がって半分上がってみたいな、真っすぐにアク

セスできるところが一切ない。スロープを使って行くとすると、かなり

大回りになるので、一体スキップフロアをどうやって解消するのか、ど

このところに人を持っていくのかを考える必要があるのが１つ。 

 それから、バスのルート、便数は現状で問題ないかということなんで

すけれども、やはり京王電鉄が聖蹟桜ヶ丘にあることと関係あるのかな

と思うんですが、全てのバスが聖蹟桜ヶ丘を中心に回っていて、中央線

に行ったりとか、参考資料１の裏面の図には出てないんですけども、多

摩ニュータウン通りではなくて、野猿街道を通って、南大沢や堀之内、

橋本などにたくさんの便が出ています。永山からも聖蹟桜ヶ丘からも行

くバスが多いんですけども、多摩センターからのバスルートというと、

かなり聖蹟桜ヶ丘駅に向かっている。南大沢や堀之内に向かう便がかな

り限られている。ですから、京王だけではなくて、小田急とか神奈中と

かで、多摩センターはもっと、町田や新百合ヶ丘の小田急線とか田園都

市線とかそちらのほうへのアクセス、それから八王子方面へのアクセス

とか、そういったバスルート、今のバスルートではない、ほかのバス業

者も交えたルートの開発が必要なんじゃないかなと思いました。 

 以上です。 

○○委員  バスについて意見を。○○ですけれども、恐らくバスは、京王電鉄と

いうか、京王バスの会社が独自に計画をしているというのは事実ですね。

役所はバスの計画にあまり関与できないんですね。ただ、委員会があっ

て、そこでバスの頻度を減らすとか、あるいはルートを変える場合には

交通の委員会にかけないといけない。そのときに、それは役所が持って

いる委員会なんですね。役所の交通マスタープラン、私もかつて、そこ

で座長をやったことがあるんですが、かなり限られたことしかできない。

そうすると、費用と便益というんですか、新百合ヶ丘のほうにバスを出

すと、大赤字のバスが多分出るだろう。南大沢から八王子のバスも昔は

カットしましたよね。ということで、長距離のバスはかなり赤字を食う
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ので、みんなカットに進んでいます。都営バスが２０年前に、１回１人

乗ると６００円払うところを全部カットしましたということで、バスを

短くしているんですね。バスを長くすると遅れるし、人もそんなに乗ら

ないしということで、鉄道とバスの組立て方が果たして適正かをちゃん

とデータオリエンテッドで計算をして、シミュレーションして、それで

バスのネットワーク計画をつくるべきなんです。それをいまだかつてや

ってないんです。 

 だから、本来は、そろそろバス交通計画も、役所が責任を持ってかな

りしっかりやらないといけない、そういう段階に入っているけれど、そ

の実力が役所にはない。だから、今の状態が続いている。皆さんはこれ

から先も不便をずっと続けるでしょうということが現実なので、その現

実を見据えた上で、じゃ、データをどう取るかというのとデータをどの

ように分析するか、そして、採算性を考えたら、ここはどのくらいの収

益を見込めるかとか、そういう計算までやらないとバス計画はできない。

だから、住民の希望だけでバスを運行することはまず無理だろうと思い

ます。ということで、ちゃんとデータで計算して、しっかりプランニン

グを立てるということが基本の基にあると思います。そういうことでバ

ス計画をちゃんとやるなら、そこまで踏み込むということなんでしょう

ね。それは日本のどこもそうなっています。 

 うちの研究室はそのことを重点的に今やり始めているところですけ

れども、ただ、東京の調布とか様々なところは、役所の人がみんな交通

計画の素人なんですね。交通計画のプロはコンサルタントなんです。そ

こに頼むと１年こっきりで終わっていっちゃうので、継続性がないので、

改善もうまくいかないというのが日本の多くの都市で抱えているとこ

ろ。ただし、今の熊本だとか広島だとかはデータ連携ができたり、バス

の運輸連合型のができて、バス会社が、例えば小田急と京王と一緒に経

営をするところまで来たんです。それは独占禁止法の中で特例措置を設

けて、独占禁止法に違反するけれど、そういう申請をしたらオーケーだ

よ。だから、バスとタクシーあるいはバスとバスが１つの会社になるよ

うな連携を多摩市として取り組むようなやり方を取ると、無駄なところ
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に運行しないで済むんですね。そういうところも必要なので、かなり多

面的にやらないといけないので、それをやれているところは、国土交通

省の役人が副長で行ったり、そしてお金を流して、かなりしっかりやっ

ていますねということで、多摩市にはそういう役人が来ないし、そうい

う現状を踏まえて計画論はつくったほうがいいと思います。 

 以上です。 

中林委員長  なかなか課題は多いんですけれども、ただ、バスというのはこれから

も高齢社会の中で、マイカーが減る分だけ重要というか、必要性は上が

っていくと思うので、非常に大事な課題だと改めて思いました。 

 それから、コミュニティバスというのは多摩市はやっているんでした

っけ。コミュニティバスも結局、市のほうで計画をいろいろされたり、

お金も出すんですけれども、実態はバス会社に運営を委託するという形

ですよね。 

都市整備部長  多摩市はそうです。 

中林委員長  だから、運営を委託するところで、もう一つ別の接点をバス会社と持

つことなのですが、路線バスとして会社が経営しているバスとコミュニ

ティバスをどういう相互補完関係を持たせていくのかという、それも含

めた検討をしないといけない。きめ細かく地域サービスとなると、やっ

ぱりコミュニティバスですが、バスを小さくしても、燃料代はちょっと

減るかもしれないんですが、台数を増やせば逆に人件費が上がるので、

もうかる話はいつも満員で運用する以外にはどこにもなくて、便利にす

ればするほどお金がかかるということを、やっぱり市民にも知ってもら

わなきゃいけない。１００円、ワンコインで乗れるコミュニティバスを、

もうちょっと高くなるかもしれないというようなことだとか、あるいは

電子マネーみたいな形で、いろんな利用ができるようなこととか、そう

したことも含めた計画をいかにバス会社と検討するのか。つまり、コミ

ュニティバスだと委託先だし、バス会社も自らバス網を持っている。京

王ですとさらに鉄道も一緒になっているから、ということで独占禁止法

には違反しない取り扱いですけれど、統合することでよりサービス性が

上がるという交通計画といいますかね、そういう検討が大事だと思いま
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す。 

○○委員  コミュニティバスについては、１９９５年に武蔵野市で初めて出てき

て、そしてそれを議員とか住民が要望して、デッドコピーのように日本

全国に広がっていて、今はそれがデマンドもそうですけれども戦線縮小

の段階に入ってきました。そして、コミュニティバスというのは、わざ

わざ道路運送法第４条でバスは運行されているところを避けてルート

をつくるような、くだらないことをやっているんですね。そういうこと

をやめるために、統合して、コミュニティバスは単なるバスだという位

置づけでバスのネットワークが全部つくられていて、大きいバスで幹線

的に動くものと支線というものを明確に位置づけるという計画論が必

要なので、それがなしに、市町村はコミュニティバスをめったやたらに

作っているだけ。それは議会も悪い、市長も悪いし、様々なそういう分

析を僕は過去にやってきましたので、今そこをどう手直しをするかを、

うちの研究室でこれから考えようというところです。 

 以上です。 

中林委員長  端末交通の問題ですが、これは多摩市の地形的な特徴があって、どこ

に行っても地形的にはバリアばかりの坂のまちですから、そこをいかに

人の移動性を高めるかという意味では、バスの問題は避けて通れないし、

今後も大きな課題かと思います。 

○○委員  ○○ですけど、もう一つ、新しい交通システムを多摩市が運営したっ

ていいじゃないかということです。具体的には、タクシーを雇用して、

１人、２人乗るところを行政が半額ぐらい出して運行すると、結構安い

料金でいろいろなところに行ける可能性があるので、１キロから３キロ

ぐらいだったら、むしろタクシーを使ったほうがバスよりはるかにいい

可能性があるんです。だから、タクシーもバスもその辺のバランスをう

まく使えるようにしておくというのが、やり方としてはあります。 

中林委員長  どうぞお願いします。 

○○委員  ○○です。今、○○委員から、１キロから３キロの移動だと、例えば

以前、ＬＵＵＰ（電動キックボードシェアサービス）が多摩中央公園で

実証実験をやっていたと思うんですけど、もうちょっと小さいモビリテ
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ィでも対応できると思っていて、ＬＵＵＰだと高齢者向けのＬＵＵＰも

開発されているということなので、例えば多摩のバスの空白域とかタク

シーは行きづらいところに、もしくは、ペデストリアンデッキの歩行者

だけしか行けないところとかにＬＵＵＰの拠点を幾つか置いて、うまく

重ならないように配置していくと、総合的なモビリティの運用ができる

んじゃないかと思いました。 

○○委員  それも選択肢の一つだと思います。かつて、都立大の頃、実験的に多

摩センターの歩行者エリアの上のところに、デマンド交通の実験を公団

と一緒に１５年ぐらい前にやったんです。ところが、なかなか人は乗っ

てくれなくて、結局そのまま終わって、それがもしそのまま続いていれ

ば、２０メートル下のバスに行かずに、１キロ四方の人たちはデマンド

タクシーを使って駅まで来れたという、そういうところがあります。だ

から、新しいことを地域のニーズに合わせて、多様なモビリティでやっ

ていくのはこれからの時代かなと思いますので、○○さんがおっしゃる

ようなＬＵＵＰのものもぜひ取り入れてというところがあります。最近、

ＬＵＵＰ、走っていいというのも結構認められていて、月曜日は国交省

の屋上で、これから実験するＬＵＵＰの、私は委員会をつくってやるん

ですけれども、そういうのも多摩ではぜひ取り入れてもいいんじゃない

かと思います。 

中林委員長  タクシーの問題、それから、マイカーの問題も今後、１０年後はどこ

まで行けるか分かりませんが、オートモビリティ化して、自動運転化し

て、運転しなくていいけど車を持っています、そういう時代も含めると、

本当にモビリティ、今までの２０世紀の計画概念って全く変わってしま

うので、ハードの意味が全く違っちゃうと思うんですね。 

○○委員  マイカーについては、皆さんが自動運転のマイカーを持つためには１,

０００万ぐらいのお金を投資しないと駄目だと思いますので、多分個人

所有が結構難しいと思いますので、タクシーだったらいいかもしれない

です。 

中林委員長  その辺のことで、タクシーとか、あるいはタクシー的な運用を仲間う

ちでやるというのは、過疎地の農村、山村でいろいろな取り組みがあり
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ます。ソフトの意味ではすごい先端的なことをやっている村も出てきて

いるので、その辺にも学んでおかないといけない時代になってきている

のかなと思いました。また、この人と車の問題は一般の市街地と歩車道

分離の多摩ニュータウンとでは全く動線が違うのです。デパートその他

でも、人を集めるために必要な駐車場など車のことはあまり考えないん

ですよね。ですから、タクシーで行っても、駅前かどっかで降ろされち

ゃうと、結局そこからお店に入るには、駅前のエスカレーターに乗るの

か乗らないのかとか、そういうバリアがいっぱい駅周辺にも出てくるこ

とになります。そんなような多摩ニュータウンの特殊性をきちっと見て、

人の流れを見ておかないといけないかなと思います。最初に○○委員か

らお話のあった人の流れ、動線というか、全市スケールで人はどういう

ふうに動いているのかというのを、やはりもう一度しっかりと把握して

おくのは大事なポイントかなと思います。 

○○委員  ○○ですけれども、もう一つ大事な点は、ペデストリアンデッキをど

う見るかというところで、柏に最初にペデストリアンデッキが出てきて、

町田もそうですけれども、ペデストリアンデッキの下が暗くなっていく

という、あの都市計画を夢見た時代だったんです。今は逆に、夢じゃな

くて暗いなという印象だと思いますので、ペデストリアンデッキをどう

いうふうにバリアフリーにしていくとか、バスにアクセスしやすくする

とか、その他の交通モードとどうチェンジするかとか、その辺の工夫が

アイデアとしてすごく大事な時期に来ていると思いますので、多摩市の

ペデストリアンデッキは３０年後はどういう姿にしたらいいのかの議

論がちょっと必要ですね。 

 以上です。 

中林委員長  どうぞ。 

西浦副委員長  今のお話と違うんですけど、いっぱい議題があるから簡単に。百草の

ことですけど、百草のことについて書かれているのは、百草団地の対応

の際は日野市の都市マスも参照し、足並みをそろえる必要があるって書

いてありますけど、日野市を多摩市に置き換えれば、そのまま日野市が

言っていることなので、そうすると、百草団地ってすごく深刻なんです
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よね。本当にここは手をつけないと。どっちの市も様子見でやっている

ので、日野市は高幡台団地までは手をつけたんです、一団地を外して。

そこまでで止まっているのは、日野市は、多摩市が関わっているからち

ょっと置いておくという、そういう言い方なんですよ。だから、どっち

も様子を見て、ずっと置いておくというパターンなので、本当に何とか

しないと、このままずるずるいくので、多摩市の都市マスの改定にも書

いてありますけど、日野市の都市マスはつくって何年か、二、三年経っ

ているのかな。このままだと、どっちも様子見で、ずっと置いてきぼり

で、日野市は日野市で、日野自動車の跡地の問題でてんやわんやですか

ら、多摩市がアクションを起こしてやっていかないと非常にまずい状況

にあるので、議論のときに日野市の都市マスを持ってきて、１回確認し

たほうがいいと思うので、ぜひお願いします。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。日野市だと都市計画区域が違うんですよね。

稲城市と多摩市で都市計画区域ですから、東京都がつくる計画区域のマ

スタープランも別物になっちゃっていて、計画的には１つの団地が、ど

こが境界か分からないような形で２つの自治体にまたがっているとい

うのは、まさに両方の市だけでは何ともし難いところもあるのかもしれ

ないんで、東京都も含めて一緒に議論をしていかないといけない。建て

替えを含めて団地の整備をどうするかということを、今後考えていかな

きゃいけないと思います。今お話があったとおりだと思います。具体的

にどうするかは書けないけど、その問題に向けてのプロセスは書いてお

かないといけない。 

○○委員  ○○です。この委員会、多分、今期初参加じゃないかと思います。日

程がなかなか合わず参加できなかったんですが、日本女子大学の○○で

す。よろしくお願いします。報告書を見ていて、今後の議論の土台にな

ると思うので、書いておくといいかなと思ったのが、私が参加したとき

には言い古されている課題ではありますけど、緑の管理の問題点につい

て、随分議論されていたような気がするので、どこかに書いておいてい

ただくといいんじゃないかなと思います。緑が豊かなのはいいんだけど、
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やっぱり管理が大変というのはもう分かり切っていることでして、緑を

どういう方向に持っていくのかって、緑を管理する人たちでも今、相当

議論されているようです。そういうのを見つつ、先ほどの交通の問題も

そうですけど、エスカレーターをどうするとかということも、現状を踏

まえて、すぐの対応をどうするかもあるけれど、都市マスの中で考えな

きゃいけないのは、もしかしたら○○先生のお力を借りるかもしれない

けど、市の皆さんの動線とか、どこがみんながよく動く場所で、ここは

ちょっと諦めようかじゃないですけれども、人口減少時代を踏まえてめ

り張りをつけていくというあたりも、今回の都市マスの中で少し意識し

て議論しないと大変なんじゃないかなという気がします。それは、放置

する緑と手入れする緑を分けるとか、そういうことも含めて、少し長期

的なこともあるといいんじゃないかなと思いました。 

 以上です。 

中林委員長  ほかにまだまだあるかと思いますが、よろしいでしょうか。 

 どうぞ、○○委員。 

○○委員  ○○です。今の緑の話で、私も多摩市のグリーンボランティアという、

公園ボランティアの講習を受けてボランティアをやったりしていたん

ですけれども、やっぱりやられる方って御高齢の方、６０代以上の方が

多くて、若い人の力が今後必要なのかなというのと、かなり担い手不足

というところが現実的にあります。その中で多摩市というのが、東京都、

多摩地域の中でもかなり緑が多いのが魅力ですよというのは言っては

いるんですけど、実際住んでみたりして感じたのが、多い緑に対してど

ういう魅力があるかというのが、実際問題あまり知られていないのかな

というところを感じています。そういうところで、緑をブランディング

化じゃないですけど、こういう魅力があるんだよというのをちゃんとし

てあげて、広報することで、若い人だったり、本当に今だと緑にすごく

興味がある人しかそういったところに来てくれないので、そういうハー

ドユーザーというよりかは、もっと軽い一般ユーザー向けでも興味を持

ってもらえそうな取組をしていくのが、特に緑の多い多摩地域では重要

なのかなと思っています。 
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 緑に関してはそのことが気になったのと、もう１個、先ほどの現地視

察で気になったことについて事務局さんに質問したいんですけども、諏

訪近隣センター、７ページのほうです。こちらなんですけども、実際私

も現地に行ってみて、シャッター街になっているという場所もあったん

ですけど、そこをうまく、例えば落合近隣センター、最近だと設計事務

所さんが入ったり、あと、若者向けの古着屋さんが入ったりとか、多摩

の近隣センターといっても有名なものになってきていて、結構いろいろ

なまち関係の媒体、ネットとかでも見るようになってきています。そう

いった近隣センターにしていく土台があるのかなというふうに、実際現

地を見て感じて、使えるといいなと思ったんですけど、実際今ここに書

いてあるのが、土地が買収されていて、地主が納得しないと取組を行う

ことができないと書いてあります。この地主さんというのが、特定の個

人の方なのか、または企業体なのかによって結構変わると思うんですけ

ども、そこについてはどういった種別になるのかなというのをお聞きで

きればと思います。 

中林委員長  諏訪のところだけ地主のことが出てくるんですけど、落合ですとかほ

かのセンターについては違うのかどうか、ということを含めて、お話し

ください。 

都市計画課長  諏訪近隣センターの賃貸借のスペースもあるんですけど、分譲で売ら

れているようなところもありまして、そちらについては店舗兼住宅とい

うところで、個人所有の形になっています。やはり近隣センターでも利

活用がうまく進んでいるところは、ＵＲの賃貸によって利活用されてい

るところが新たなリニューアルができて、活性化につながっているよう

なところかと思います。こちらの分譲の案件、諏訪以外の近隣センター

のところ、私も十分把握できてないところがございますけども、活用し

切れてないというところはそのような状況かと思います。 

中林委員長  どうぞ。 

○○委員  ○○ですけど、ちょっと私も関係していたので補足しますと、地主さ

んたちに、賃貸の店舗を貸すか分譲にしてほしいかという希望調査があ

って、分譲にしてほしいという人たちの希望を各団地の中に入れていま
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す。諏訪近隣センターは、全部近隣センターが計画し終わった頃に、俺

たちの分譲の店舗が欲しいと言い出して、次の入居が多摩市からストッ

プされたというところもあって、それで追加したところなんですね。だ

から、ある意味でちょっと過剰なんですよ。過剰にできたところで、し

かも立地が外れにしちゃったんです。 

 もう１点は、今時点は別ですが、実は今までは地主さんのほうが知恵

があって、地主さんのほうが次々と新しい展開をしてきた。ただ、今、

相続とか世代交代の時期に来ている可能性はあるんです。それで多分、

対応能力がＵＲの賃貸よりもはるかに地主さんのほうがいいというこ

とです。貝取の商店街の同じ分譲から相談を受けて、戸別建て替えにし

たいので、そういうアイデアを出してほしいと言われました。これは戸

別でもよかったんですけど、地主さんたちが公団と同じ連棟でいいやと

言ったから、じゃということで連棟にしたんだけど、今、結局建て替え

って一挙にみんなが一緒にというわけにはいかないので、戸別建て替え

をして、スタートしてもいいんじゃないかということを言って、今、貝

取の人たちはそれができるような知恵は与えています。まだ始まっては

いないけど、そういう形です。ですから、諏訪近隣センターも分ければ

いいというのと、今までニュータウン再生の中で提案してきたことは、

もうこの地主さんたちがお店をやっても成り立つかどうか分からない

立地なんです。だったら、住宅にしちゃったっていいじゃないかとか、

もっとほかのものにしたっていいじゃないのということもあるかと思

います。土地は各地主さんの土地で共有しているのもありますが、基本

的には全部分割の土地です。 

中林委員長  そういう意味じゃ、多摩ニュータウンの中だけども、非常に特殊な土

地所有関係となっている。逆に言うと、新住宅市街地開発法をクリアし

て工夫してやったわけですよね、やり繰りして。今後どうしていくかと

いうのは、本当に地主さん含めて個人の所有者の方が必ずおられるとな

れば、もう近隣センターだけは、ある意味では、集合住宅地とは別のま

ちづくりの単位として考えていかないと、なかなか難しいのかなという

ことを改めて思いました。 
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○○委員  委員長、よろしいでしょうか。 

中林委員長  はい。 

○○委員  ○○でございます。よろしくお願いいたします。落合とか諏訪とか、

ニュータウンに先行する地域としてできた商店街、正直、○○委員が言

われたように、当初の目的は達せられている。だけど、ここを今リニュ

ーアルして、例えば下北沢のようにするとか、近隣では、南大沢だった

かな、ちょっと駅から外れているところで、閑古鳥が鳴いていたような

商店街に１店、非常においしいパン屋さんが来たら、そこに人が集まる

ようになって、商店街がまた再生したというような地域があるようです

から、広い意味では都市計画なんでしょうけど、都市計画というよりは、

経済政策とも相まっていかないと、ここを個別にどうするんだというこ

とでは、この地域の地主さんの御理解もなかなか得られないだろうと思

いますので、いろいろ経済的なアイデアを持っている方、また、まちの

リニューアルについて識見のあるような方たちの御意見も入れてプラ

ンをつくっていかないと、なかなかこういう商業地域の権利関係は錯綜

して難しいですから、都市計画でこうつくるんだよと言うだけでは、は

っきり言えば金に絡むことですから、利害に関わることについてはなか

なか難しいでしょうけども、やりようはあるだろうと思います。 

 先ほど、公園管理のお話が出ましたけども、今、まちが魅力のあるま

ちとして成立するにはやっぱり公園、緑があるというのであって、それ

が雑木林で人が入れないようなところでは若い世代はパスしちゃいま

すので、ちゃんと使える公園とすること。実際流山なんかもそこを市長

が変えて、今、人口流入率は全国のトップクラスです。そういうふうに

するにしても財源が必要になります。多摩市が今不交付団体だと言って

も、公園にいっぱい金をかければ、リターンが今の状況ではないですか

ら、やっぱり公園を使っていい公園にするには、そこからある程度の収

益を得させてもらう。基本的には公園をよくすることは結構だけども、

必要なことなんだけども、経費がかかって、その経費の確保をどうする

かということについては、ある程度公園も受益者負担で、ちゃんともう

かった分から一部出してもらうという政策変更、条例変更も視野に入れ
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ていかないと、なかなかいいまち、いい緑の確保と継続ができなくなり

ますので、その辺まで踏み込む必要があるだろうと思います。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。多摩ニュータウンは、開発時と異なり居住地

域が公的賃貸と分譲マンションの２つの大きな性格を持ったまちに、明

快に分かれて、今後のまちづくりや、あるいはニュータウンの再生に向

けても考えていかないといけない。それぞれ主体が違う。都営は都が主

体なんですが、いわゆる一般の分譲マンション化したものは、居住者が

主体で、マンション１棟１棟単位でやるのか、ニュータウンというグル

ープで考えていくのか。それから、ＵＲが開発したときには、公園の緑

と団地の緑が連携して、同じように並べて緑のネットワークにしていた

はずなんですけど、公園として、そこにある緑はもう公の緑の部分、公

有財産になっちゃっていますが、団地として分譲したところの樹々は居

住者の所有ですから、切ろうと思ったら切られちゃうということです。

当初、一体的に考えてきた空間ですが、今後どういうふうにまちを展開

するかは、当初とは全く違う、主体が多様になり、いろんな手法が必要

になってきていることを前提にして、どのように多摩ニュータウンの再

生をしていくのかということだろうと思うんです。 

 だから、最初は「公園の中に団地があるんです」という一言で済んだ

んですが、実は「公園と団地が隣接しているんです」というまちになっ

てきていて、行政ができることは最大頑張っても公園の管理、それを今

だと指定管理者委託でやってもらって、公園法も緩まって、バーベキュ

ーだとか公園でいろんな営業をして、その分、委託費が安いんだけども、

その売り上げはどうぞ委託管理者のほうで取ってくださいというよう

な形も増えている。指名に当たってのコンペをして経費の安いところに

委託をする。そういう形がどんどん増えてきていると思います。池袋の

公園もそういう形で、公園ですけども営業は維持管理も含めて全く民間

がやっているという形になっていますから、そういうことを含めて、「で

も、緑豊かな多摩ニュータウンです」ということをどういうふうに、社

会的にというか、組織的に連携させていくのか。そういう意味では、居
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住者も含めていろんな主体による多摩ニュータウンのタウンマネジメ

ント協議会をつくらないといけないという時代になってきているんだ

ろうという気もします。そんなことを含めて、ソフト面でどういう対応

が、今のニュータウンの土地所有関係を含めたところの多様な主体によ

って展開していくのか。これは近隣センターも同じで、そういう発想に

立ったときの１０年先、２０年先、どんなまちを目指していくのか、今

回の改定は、その方向を確実には決められないにしてもこういう方向で

今後展開していく必要がある、というところはしっかりと改定で示して

いかなきゃいけないなと思いました。 

 ほとんど多摩ニュータウンの議論で終始しましたが、聖蹟桜ヶ丘を中

心にした一般市街地の部分についても、今後また議論の場があるかと思

いますので、お話ししたいと思います。先ほどの高さ規制の問題という

のは、多摩ニュータウンの今後のマンションの建て替えなどが出てくる

中で、賃貸住宅も含めて、どういう高さで建て替えをしてもらうのかと

いうことも含めると、今考えておくべき重要な課題ではないかと考えま

す。決して早いというよりも、今やらないで後でやっても意味がないと

いう、遅きに失する可能性もある問題でもあるかなと思っています。一

般市街地も含めてそんな気もしています、ということで、今回桜ヶ丘一

丁目の問題がありましたが、そういう課題が全域にあるということだけ

感じましたということを、これは委員長というよりも委員個人としてお

話をしておきたいと思います。 

 ほかにまだ資料がありますが、１時間使っちゃいましたので、よろし

ければ日程２については以上にさせていただきまして、今回の都市計画

に関する基本的な方針の構成、日程第３に入りたいと思います。改定計

画の構成（たたき台）について、事務局より説明をお願いいたします。 

都市計画課長  それでは、日程第３、改定計画の構成（たたき台）について御説明さ

せていただきます。資料２を御覧いただければと思います。資料の１ペ

ージ目、左側にお示しさせていただいておりますのが現状の計画の内容

となってございます。第五次総合計画を基に、現行の都市計画マスター

プランを策定しておりますので、第五次総合計画の将来都市像、目指す
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まちの姿を一番上にお示しさせていただいております。現行計画の第１

章では「まちの現状と特性」、第２章では「まちの魅力とまちづくりの

課題」を示しております。第１章、第２章は改定後も同様にお示しし、

構成の変更は行わない方向で考えておりますので、資料上は割愛させて

いただいている状況です。 

 次に、左側の現行計画の四角で囲った枠の真ん中のところですけども、

第３章において、「まちづくりの基本方針」で全体の計画の方向性を示

しております。ここでは、将来都市構造を拠点・軸・ゾーニングの要素

で構成した上で目指す方向性を示し、まちづくりの方針で８つの項目を

掲げ、「現状と課題」「基本的な考え方」「整備方針」などをお示しして

おります。その下に参りまして、現行計画の第４章に当たりますけども、

「地域別まちづくりの方針」で地区別のまちづくりの方向性を８つの地

域に分けてお示ししている状況です。 

 さらに下に参りまして、現行計画の第５章の「方針の実現に向けて」

では、まちづくりを進めるに当たっての手だてを示しております。現行

の計画の構成につきましては以上のようになっております。事務局とし

ましては、丁寧に示されているものの、少し文字が多いかなと、また、

細分化されていることで、市民の皆様にとって少し分かりづらい部分も

あるのではないかと考えておりまして、もう少し構成をコンパクトにし

て、さらに図示なども多くして、見やすく分かりやすい構成にできたら

と考えておるところでございます。そこで、資料の右側に改定計画の構

成のたたき台をお示しさせていただいたところです。 

 策定中の第六次総合計画に基づいて、大枠の構成について変更はござ

いませんけれども、「まちづくりの基本方針」「地域別まちづくりの方

針」の構成を少し見直したいと考えております。なお、第六次総合計画

は６月に素案の策定を予定しております。この資料では空欄とさせてい

ただいておりますけれども、後ほど御説明させていただく資料３では、

参考２に少し書かせていただいておりますので、そちらを御覧いただけ

たらと思っております。次回委員会の際には、この内容を少し記載させ

ていただいて、「まちづくりの基本方針」「地域別まちづくりの方針」の
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構成へのつながりがより見える形になると考えてございます。 

 「まちづくりの基本方針」については、初めに、拠点・軸・ゾーンを

同じような形で示しつつ、土地利用の方向性を示したいと考えました。

その後、現行計画ではまちづくりの方針を８つお示ししているところで

ございますけども、構成を分野別方針として５つほどに見直して、将来

都市構造図、にぎわいづくり方針図、それぞれの分野別方針図などを入

れて見やすくしたいと考えております。方針図のイメージにつきまして、

２ページから４ページにお示ししました。今検討中でありますけども、

このようなイメージでできたらと考えてございます。凡例についても案

としてお示ししましたが、今後精査していきたいと考えてございます。 

 次に、地域別まちづくりの方針についてでございます。５ページを御

覧ください。現行計画では、地域を８つに分けてお示ししております。

現在、第六次総合計画の策定においては、１０エリアに分けていこうと

いう検討がされているところがございまして、それでは少し細分化され

過ぎてしまうかなというところもあり、隣接するエリアが都市計画にお

ける課題や、まちの方向性が似通ったエリアは併せまして、また、エリ

アの境界が地形地物の境界と総合計画と少しずれがある部分は、若干の

にじみ出しはよいような形で、整理できたらと考えているところです。 

 ページの左下、案１としましては、市のエリアを６地域で区分けした

パターンとして考えてみたところです。ニュータウン再生に係る計画が

策定されている諏訪・永山まちづくり計画の区域を１つにし、愛宕・貝

取・豊ヶ丘地区等まちづくり計画の区域を１つにしまして、残りのニュ

ータウンの西側のエリアを１つの区域としました。既存区域につきまし

ては、総合計画で検討中のエリア分けでは、関戸・一ノ宮・桜ヶ丘が東

西で分割されてしまっておりますけれども、地域特性として分けるのは

望ましくないのではと考えまして、まず、関戸・一ノ宮・桜ヶ丘を１つ

の区域とし、和田・百草方面の西側を１つの区域、連光寺・聖ヶ丘方面

の東側を１つの区域としまして、６つの区域分けとして考えたところで

ございます。ニュータウン再生に係る計画や今後のまちづくりの方向性

について整理がしやすいといったメリットはあるかと思っております
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けども、見る側にとって、まだ少し細かいかなと感じる方もおられるか

もしれないので、そこのところが少し課題かと考えております。 

 また、ページ右上の案２につきましては、もう少し大枠で区分けした

パターンになります。ニュータウンの区域のうち、ニュータウン再生に

係る計画が既にできている東側の区域を１つにし、西側の区域を１つと

しました。既存の区域を東西に分けて２つの区域として、４つというこ

とです。細かくなり過ぎず、見る側がポイントを押さえやすくなるよう

なところはあると思いますけども、多摩川沿いの区域が分断されるとこ

ろもありますので、案としてお示ししているところではありますけれど

も、案としては採用はなかなか難しいのかなと考えているところもござ

います。 

 次に、ページの右下、案３というところでは、案１と案２の間を取っ

て区分けしたパターンというところで、既存区域は案１の考え方を採用

し、ニュータウン区域は案２の考え方を採用したというところで、地域

別まちづくりの方針が比較的細かくなり過ぎず、見る側のポイントを押

さえやすくなるメリットがあるかと思っておりますけども、ニュータウ

ンエリアが既存区域より少し区分けが大きくなるというところで、市内

の区域の大小が少し出るところが課題かなと思うところでございます。 

 １ページにお戻りいただけますでしょうか。右のページ一番下、「方

針の実現に向けて」でございますけれども、おおむね現行と同様の記載

となると考えておりますけれども、今後の検討とさせていただきたいと

考えております。 

 以上が、改定計画の構成（たたき台）となります。事務局としてこの

ように考えたところでございますけれども、現行の計画策定に関わって

いただきました委員の皆様も多くいらっしゃることから、もう少し構成

についてこうしたほうがいいのではないかといった御意見等をいただ

けたら助かります。 

 説明は以上でございます。 

中林委員長  いかがでしょうか。改定計画の構成のたたき台ということで、今日説

明いただいたのは従来の「まちづくり方針」という形で８つ出していた
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ところを、「分野別方針」という言い方になっていますけれども、５つ

に整理をするというのが大きな改定です。まだ確定はしてないんですけ

れども、分野別方針は、多摩市全体としてどうするかという方針になる

のですが、それを地域別にまちづくり方針としてどう即地的にしていく

か。その地域の単位をどう分けるかということですが、現状は８なんで

すけれども、これを変えるというのは、都市計画課として独自に都市計

画のまちづくりの単位として変えるということですよね。行政計画とし

て、地域の分け方というのは、今日の案の１、２、３とは別にもあると

考えてよろしいでしょうか。 

都市計画課長  総合計画のほうでは、例えばですけども、資料２の５ページ目の案３

のところを見ていただきますと、下図の黒い線があると思うんですが、

そちらが現在の第六次総合計画の中で検討されている線引きでござい

ます。これもまだ確定というところではないようなので、今後、総合計

画でどう整理されていくかというところも踏まえてになろうかと思い

ますけれども、基本は、市全体の計画の大本になる計画は総合計画です

ので、この線引きを基本として考えていきたいと思います。ですが、都

市計画のところで、地形地物と線形がぴったり一致しないようなところ

もあろうと思いますので、大枠としてはこの線をベースとしながらも、

地形地物で区切って分かりやすいような形で、若干の線引きの違いがあ

ったとしても、大枠として同じような区切りにできたらと考えていると

ころです。 

中林委員長  そもそも現状も、総合計画で考えている社会的なコミュニティという

人のグループの空間は、総合計画としては重要な意味を持つと思うんで

す。地域のコミュニティの単位を原則にするというのが。でもこちらは

都市計画なので、それをベースにしながらも、そもそも現行でも少しず

れていますということですね。 

都市計画課長  はい。 

中林委員長  今回、それをもう少し見直そうということなんですが、時間も限りが

あるので先に述べますが、私がいろいろ考えて課題があるとしたら、今

日も一番議論があった拠点、一番へそになっている「多摩センター」が
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どのゾーン案でも分割してしまうということです。多摩センターを中心

とした拠点としてのまちづくりの範囲はないんです、というような話に

なるんですが、都市計画としてはそれでいいのかなというのを少し感じ

ました。 

○○委員  それについて、多摩センターと、恐らく永山というのは、今後計画を

していくところの六、七割を占めるはずだと思うんです。それについて、

地域分割すると見えなくなっちゃう。そうすると、別のプロジェクトが

２つ走っているよということをどこかでしっかり書かないと、多摩セン

ターとか、あるいは永山が死んじゃうんじゃないかという気がします。 

中林委員長  もう一つ言えば、ニュータウンだけじゃなくて、聖蹟桜ヶ丘と永山と

多摩センターというのは、多摩市の３つの、人が集まるというか、交流

の拠点ですから、そこを中心として、どういう人間の生活圏なり活動圏

をつくって、どんなまちにしていくかという課題は、基本はその３つの

グループに分けた上で、ここは聖蹟桜ヶ丘を中心とした生活圏、ここは

多摩センター、ここは永山というのが設定されて、それをさらに拠点区

域と居住区域に分けるという検討、図面を広げてプランニングするイメ

ージがないと、まとまったまちを考えるという発想がなくなっちゃって

いるような気がしちゃうんです。だから、そういう目で見たときに、今

回の地域区分も、結局は各居住地域の構想区分の中に出てこない。多摩

センターは多摩センターとしての再生プランみたいな検討を別途つく

らないと議論できないみたいな二重構造の計画づくりを、ずっとこれま

でやってきたんだけど、今後もそれでいくんですかねという話なんです

よね。 

 ○○委員、どうぞ。 

○○委員  ○○です。私も同じような問題意識を感じて、今日、この場に臨んで

いるんですが、今までの都市計画マスタープランを眺めてみると、拠点

と言っておきながら、そこにあまり言及されてないんですね。言葉だけ

拠点と言っておきながら、聖蹟桜ヶ丘、永山、多摩センター、どうして

いくんだということに関してちょっと薄い。それは、地区別方針で語る

というよりも、むしろ上位レベルで拠点地区のまちづくり、それを何と
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いうか、一工夫必要なんですが、多摩市をこういうまちにしていくんだ、

そのまちを牽引していく拠点のまちづくりをこういう方向で考えてい

くんだというような、リーディングプロジェクトというような位置づけ

を与えて、そこだけ３つをいっぱい出して語るような項目があってもい

いのかなと思いました。地域別方針では、今までどおりさらっと流すん

ですが、その３つの拠点については、特に言及するような項目があって

もいいのかな。 

中林委員長  ほかにどうぞ。 

 じゃ、○○委員。 

○○委員  ○○です。先にすみません。今のお話の中で、地域的にも人口的にも

多摩センターが一つの拠点であることは紛れもない事実ですから、そこ

を中心としたまちづくりを考えていくのは多摩市にとって必然だとは

思います。しかしながら、もう一つ既存地区があるわけですから、委員

長が言われたように、聖蹟桜ヶ丘の周辺、交通体系や人間動線の面を考

えても、聖蹟桜ヶ丘の、やっぱり二つの視点でニュータウン地区と既存

地区のまちをどうつくっていくんだというような視点がマスタープラ

ンの中にちゃんと出ないと、既存地区についてはそんなに重きを置かな

いよというようなプランであれば、それは市民が分断しちゃいますから、

それでは市の行政計画としては非常に不適当だと思います。だから、ニ

ュータウンはニュータウンの文化があるし、既存地区は既存地区の文化

があるわけだから、それに合わせてマスタープランをつくっていくべき

だと思います。それに永山もひっくるめてということだろうと思います。 

 それと、分野別方針の中で５つの方針が出たのは、総合計画との絡み

だろうとは思いますけども、この中の生活環境の中のコロナ対応という

項目がありますけども、コロナは一時的と言っちゃおかしいですけど、

今後２０年の中でずっと考えるという対応のものではなくて、ここで言

うならば、地域医療体制をどう整備していくのかと。まちづくりの中で

地域の医療体制、病院体制とかそういうものをどうするんだということ

が検討されてしかるべきだろうと思います。 

 それから、各地区別のゾーンの割り振りの考え方がありましたが、現
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行８地区。一時期、学校区と合わせて１０地区でどうだろうという話が

あったように思っているんですが、それがなくなった経緯等々を御説明

いただきたいと思います。このプランの１、２、３のどれを取るかとい

うのは今後の検討だろうと思いますが、８地区を１０地区に、学校区な

んかとも合わせたらどうだろうというお話があったように思ってはい

るんですが、その辺のことが変更になった理由を御説明いただきたいと

思います。 

中林委員長  じゃ、準備しておいてもらって、○○委員、どうぞ。 

○○委員    もともとこの地域別方針って、地域別計画ですか、この計画をつくる

ときに地域に分けて、それぞれのところで考えましょうというんですけ

ど、多摩市の場合、ある程度できてきているので、いちいち地域に分け

て考えていくということが、もう必要ない時代という気がしています。

ほかの市でつくるときなんかは、そういうふうに地域ごとにきちんと分

けなくて、全てのところをやる。もうある程度の市街地ができている多

摩市であれば、それはもう前提として、分野別で粛々とやっていく。そ

の中で、拠点なり、多摩市として必要なところの優先順位をつけて、多

摩センター地区とか聖蹟桜ヶ丘のところとかを重点としながら、その周

りについては当然、多摩市全体としてレベルを上げていくというのはあ

るんですけど、他市では拠点を決めてエリアごとに対応するというので、

地域別のまちづくりをつくったことがあるんです。多摩市なんかは、む

しろ優先順位をちゃんとつけて、この計画をつくるときには、きちっと

地域区分が分かれているほうがつくりやすいんですが、そもそもが我々

が暮らしている生活圏とは、ずれているわけです。第何地区と言われて

も、そこで暮らしているとか、そこのデータがどうとかと言われるより

も、その人の生活圏とかのほうが分かりやすいので、あまりエリアの縛

りにこだわることはどうなのかなと最近思っています。特に多摩市なん

かはもうかなりしっかりできているので、分野別方針の下で、ちゃんと

それぞれのところでやっていただくというのは当然ですが、エリアで１

から幾つと言って小割りにして、そこで絵を描くのが必要かどうか。む

しろ必要なところについてもっとちゃんと議論をして、そこの必要性に
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ついてちゃんと書くということにしていったらどうなのかなと思いま

す。 

 もう一つは、さっき皆さんがおっしゃったので、私もそう思ったんで

すけど、財政的にそんなに豊かでない多摩市の状況の中で全部を全面展

開でいくわけではないので、ある程度優先順位をつけなきゃいけないと

思っているんです。そのときの優先順位は、低いものはやらないという

わけではないですけれども、何かの中で、やっぱりやる必要性とか中で

考えていく必要があると思っていて、そこも含めて、地域別なり今後の

まちづくり方針というのを考えていったらどうかなと思っているので、

幾つに分けるとか、そういうのにあまりこだわる必要がないんじゃない

かと思っています。 

中林委員長  じゃ、○○さん、○○さん、○○さんの順で。 

○○委員  ○○です。質問をさせていただきたいんですけども、先ほど、出張所

を支所レベルに上げていくという御説明があったんですが、それを考え

るときの区域分けみたいのは、もう既にイメージがあるのかを伺いたく

て。多分、ほかの自治体だと、支所ができると、住民の方も自分はどこ

どこの支所にぶら下がって生活しているじゃないですけど、そういうイ

メージが強くなりますし、実際に何か話し合いましょうとかイベントを

やりましょうと言っても、やはりそこ中心になっていくんじゃないかな

と思うと、多分今回考えるのもそれと連動していったほうが、その後の

運用はしやすいというか、市民側もこれを目指すんだとか、これに協力

しようかなというのがやりやすくなるんじゃないかなと思うので、そこ

の出張所と支所の話を教えていただきたいというのが１点。 

 私も動線はかなり大事だなというか、実際に生活圏はすごく大事だと

思っていて、既成市街地のほうは、聖蹟桜ヶ丘だとかあちら側はまたち

ょっと違うかなと思うんですけど、ニュータウン側は、歩道というか、

緑道というか、歩行者専用路のネットワークが、車の走るネットワーク

とかなり違う形であって、それのメンテナンスもかなり重要だと思って

いるんですけど、それって今、この課題の中ではどこへ位置づけるのか

な。緑なのか交通なのか生活環境なのか、すごくあやふやだなと思って。
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でも、結構キーになるというか、生活環境をよくしていくという意味で

は非常に重要なポイントですし、はっきり言ってしまえば、あれをどう

維持するかというのが多摩市の財政にもかなり関わってきているんじ

ゃないかなと私は思っているので、その辺、どこに位置づけるイメージ

なのかを教えていただければと思いました。 

 以上です。 

中林委員長  ○○さん。 

○○委員  ○○です。私も○○さんや○○さんと同じで、生活圏と区分けという

のがばらばらになるのはしようがないと思うんですが、これが丁目で分

かれているんですけど、ニュータウンなんかは開発地域によって分かれ

ていて、ですから、先ほど落合商店街が出てきたんですけど、落合四丁

目と同じ落合ですけど、五丁目とでは全然生活圏が違う。どちらかとい

うとやっぱり、その辺りの区分けをちょっと検討したほうがいいんじゃ

ないかなと思うと、○○さんのように、一々区分けを考える必要がある

のかなと思いました。 

 もう１点、拠点、拠点という話が出ているんですけれども、多摩市に

住んでいる身からすると、駅前に市民が集まる拠点があるということが

拠点と思うと、今の拠点は聖蹟桜ヶ丘と永山と唐木田だと思うんです、

市民の拠点というのは。唐木田も菖蒲館というコミュニティセンターが

あります。永山にはベルブがあり、聖蹟桜ヶ丘にはヴィータがあります。

ただ、多摩センターにはないので、多摩センターの拠点化というのは、

多摩ニュータウンなり東京全体なんだか、多摩市が見据える広域の拠点

ではあるけど、多摩市民というところで考えると、何の拠点なのか、そ

れを同列に拠点と捉えてしまうのはちょっと違うのではないかと思い

ました。 

 以上です。 

中林委員長  ○○さん。 

○○委員  前回の都市マスをやったときに、各地域ごとに８つの地域で分けると

いうこと、かなり重点的に力を入れてやったんですけど、やっていると

きにも、先ほど来、ほかの委員の皆さんが言われているように、何とな
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く物足りなさをずっと感じていたのは確かで、考えてみるに、やっぱり

ページ数を見ても、いわゆる今の地域別まちづくりのところはかなり大

量に書き込んだんですけれども、それよりも○○さんがおっしゃったよ

うに、第３章に当たるのかな、まちづくりの基本方針、ここのところ、

３つの駅を中心にして、いろんな話の展開をしていくことを主軸に置い

て、第４章の各地域別まちづくりというのは、それでこぼれ落ちちゃっ

たような問題。やっぱり都市マスとして全部の地域をやるのが基本だと

思いますので、こぼれ落ちたような問題をなるべく含めるようにした第

４章にすべきかと思っていますので、いずれにしろ、今度の場合は第３

章になるまちづくりの基本方針のところ、３つの駅を中心にした話の展

開を主軸に、重点を置いてやるべきかなということに、○○さんの考え

方に賛成します。 

中林委員長  ○○委員、どうぞ。 

○○委員  様々な意見で、拠点性と現在の区割りをどういう形にしたらいいのか

をデータでちゃんと確認することが基本の基としてまずあると思うん

です。生活圏で、どこまで生活圏が広がっているのかもデータを見れば

一発で分かる。そのデータなしで議論をしているのが今だと思うんです。

それを確認するためにどういうデータをどういうふうにつくっていけ

ばよいのか、拠点性を考えたらいいのか、それから地域別に分けたらい

いのか、それぞれ議論ができると思うんです。今、それなしでやってい

るので、僕はデータなしでこれからの都市計画をやるのは間違いだと思

っているんです。したがって、データ中心で、できるだけ計画も、事実

に基づいて計画していく部分と飛躍する部分とあると思うんですが、飛

躍というのはデータではどうしても見えないので、じゃ、それはこうい

うふうにしましょうという構想の部分ですので、そこをどうアレンジす

るかについても、データなしで議論するのはあまりよくないなというと

ころを申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

西浦副委員長  先生、よろしいですか。 

中林委員長  どうぞ。 
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西浦副委員長  西浦です。今の○○先生と○○さんのお話を伺っていて、ちょっとだ

け補足させてください。データという話なんですけど、コロナが２０２

０年の４月１日から始まって、２０２２年６月まで８６０日ぐらいです

ね。毎日、携帯情報で、誰がどの公園に何時に来たかというデータを、

分析したんです。多摩市の全公園と、あと千代田区とか都心の公園。多

摩市の公園の分析、中央公園がありますけど、ほぼ７割方は多摩市、日

野市、八王子市からきているんです。あとの小さな公園は、９割方はそ

の周辺から来ているというデータです。何を申し上げたいかというと、

聖蹟桜ヶ丘と永山と多摩センターというのは、多摩の拠点であると同時

に周辺からも人が来ているので、別途格上げして考えたほうがいいと。

聖蹟桜ヶ丘だと、日野市と府中市の人が来たりしますよね。府中、もう

デパートがないので。永山だと川崎市、多摩センターだと明らかに日野

市と八王子市から来たりする。だから、それは格上げする。あとの小さ

いところは、ほぼほぼ地域の人たちが使うような施設整備に重点を置い

て区域割りをする。それはもう公園の利用者から見れば、明らかにそう

いうデータが来るので。多摩中央公園だと、コロナのときの緊急事態宣

言が出ているときはあれですが、その隙間を見るとぐっと伸びているの

がどこから来ているかというと、日野市と八王子市と町田市なんです。

結構多いです。多摩市民も多いですけど。そう考えると、流動性から考

えると、３つの拠点を格上げして、その下は地域の分、二層か何かで考

えるべきだと思います。 

○○委員  ○○ですけど、人が大きく流れているというのは、生活圏という言葉

では表れると思うんですが、交通圏でもあるんですね。交通圏と生活圏

が一致している地域と、そうじゃなくて外から大量に来ている地域が今、

先生がおっしゃるようなデータとして見れるわけです。今データが出て

いなかったので、割と皆さん、地域を固定して考えている感じがするん

です。ですから、そこをどういうふうに考えるかの議論が今ないですよ

ね。だから、他の都市との関係の中でどう捉えるか、多摩市の中でどう

捉えるかというその議論も将来的には欲しいところです。 

西浦副委員長  いずれ機会があれば整理できますので。 
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中林委員長  ○○さん、どうぞ。 

○○委員  先ほど、エリアを中心とした生活圏の区分と⑦の地域区分図が合わな

いという話があったと思うんですけども、今回、５つの方針、にぎわい

づくり、道路・交通、水・緑・環境、安全・安心、生活環境とありまし

て、⑤、⑥の安全・安心方針図と生活環境方針図はこれまでになかった

ものなので、先ほど話があった駅中心の生活圏というのを中心とした区

分と地域区分が違うという話は、生活環境方針図の、この⑥は区分図に

なってないんですけど、駅を中心とした生活圏の話って多分⑥の話に近

いと思っていて、そうなってくると、⑦は⑦で全体をまとめる地域区分

図としてあるとして、それぞれ今回５本の、この中だと②から⑥までの

中でそれぞれの区分図があってもいいんじゃないかなと思います。 

 というのも、⑦というのは、開発の時期とか住所とか、道路の構造に

分かれて区分しているわけですけども、例えば④の緑を取ったとしても、

緑といっても、聖蹟桜ヶ丘側の緑と、それこそニュータウン側の緑も違

うし、それが例えば尾根幹線沿いなのか野猿街道沿いかでも違うという

のがあって、となってくると、②、③、④、⑤、⑥の中で、それぞれの

区分図が重なるようにして何かあってもいいんじゃないかなと思うん

です。そうすると、より５つの柱が具体的に区分けされるというか、そ

のとき必ずしも、区分というのがきれいに形になっているというか、手

のひら状にすごく入り乱れているような形でもいいかもしれないんで

すけど、そうやって方針を分けていくことで、各５つの柱が具体的にな

るんじゃないかと思いました。 

中林委員長  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○○委員  先ほど、データを基に都市計画はいろいろ構成されるべきだと、まさ

にそのとおりなんです。けれども、多摩市でこの間提出されました多摩

市の現状分析の分厚いいろいろなデータ、ずっと眺めていて、私、多摩

市に６０年住んでいますけど、私が住み始めたときと、学校も施設も病

院もこんなふうに違うんだというのが面白くてずっと見ていたんです。

ただ、これをもって、現状分析はこうなっていますけど、これをどうリ
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ンクさせていくのかなというので途中で思考停止になってしまったん

ですけれども、地域区分、市民の生活圏といっても、若い人、子供を持

っている人、子供を持たない人、あるいはお年寄りの人、それによって

生活圏は随分違ってくると思うんですね。ですから、市のほうで今日提

示された分野別の方針、あるいは地域区分の検討、これをどうするかは

あるとして、これの中に、大きな拠点、先ほど言った４つの駅を中心と

した拠点づくりの問題と、ここにせっかく提出してくれた現状分析をど

うリンクさせていくのがいいのかなということをすごく思っています。

これ、ずっと眺めていながら、私の頭ではこれ以上、これをどう構成し

たらいいか分からなくて。 

中林委員長  ありがとうございます。いろんな意見をいただきました。 

 どうぞ、○○さん。 

○○委員  ○○です。地域区分について、総合計画で見直しを検討しているとい

うお話がありまして、それとこちらの地域区分を最初合わせるような話

もあって、チャレンジングだなとは思ったんですけれども、総合計画の

ほうは多分、話が出ているように、住民のコミュニティとか、そういう

ソフトをベースに区域がされているので、こちらはやっぱり都市計画と

して、物理的とか道路だったり川だったりというところをベースに区域

をしたほうがいいと思うので、その考え方はよいかなと思っています。

蛇足的になりますけれども、地域包括支援センターの区域もあって、地

域包括支援センターの区域と総合計画の区域は合わせたほうがいいか

なと思いますけれども、都市マスについては、物理的なところを目にし

て、ただ、総合計画で検討している地域委員会ですとか、そういうとこ

ろとはリンクをさせていったほうがいいので、そういうソフトのほうが

活動しやすいような仕組みはちょっと検討していただきたいなという

のがありました。 

 それから、資料２の１ページ目のまちづくりの方針を大きく分ける考

え方はいいと思うんですけれども、細かいところになっちゃいますけど、

都市基盤が今のところ、道路・交通だけにしか行き先が入ってないんで

すけど、多分、上下水道とかもあって生活環境にも関わってくると思う
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ので、そちらにも矢印が行くのかなと、そこを思いました。 

 以上です。 

中林委員長  いろんな意見をいただきました。質問も若干ありましたが、事務局で

何かありますか。質問に対してだけでもいいんですけど。 

都市計画課長  全て答えられるかどうかというところはありますが、まず、地域別の

区域分けのところ、昔、学区をベースに１０地域と考えていたんじゃな

いかというお話ですけども、今回も基本的には学校の区域、既存のとこ

ろは小学校区域をベースにし、ニュータウンは中学校区域をベースに線

引きをして、１０地域と今のところは考えているという話は聞いており

ます。また、地域包括支援センターの関係、生活の福祉部門ですとかそ

ういうところの区域分けというところも大きく、多摩市では、これから

地域委員会構想という、そういったこともありますので、それに合わせ

た区域分けというところで、総合計画でも方向性としては考えていると

聞いてございます。 

 また、先ほど、出張所を支所にというお話もあったかと思いますけど

も、今、多摩市、本庁舎の建て替えの関係で、本庁に中枢的な機能を持

って、それ以外の機能は市内の各拠点で対応するというところではあり

ましたけども、単なる出張所ではなく、支所的な位置づけで、様々な業

務の受入れ、対応できるようにということで、庁舎の建て替えの検討の

ほうではされていると聞いております。現在、出張所は聖蹟桜ヶ丘と多

摩センターになっています。永山駅ですとかそういったところは、公民

館とかはありますけれども、そこにどういった機能を設けていくのかと

いうところなどが今後の課題なのかなと受け止めているところです。 

 事務局、以上です。 

中林委員長  いろんな意見をいただきましたが、今回、かなり大きくマスタープラ

ンの構成も変えるということもあって、皆さんのお話をいただいて受け

止められるかなと、私、頭の中で、実はちょっと整理する枠組みをイメ

ージし、そこにあわせながら考えていたんです。従来からの構成をちょ

っと逸脱するかもしれませんけど、それから冊子がちょっと厚くなるか

もしれませんけど、いろんなところにいろんな計画やマスタープランが
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あるよりも、まとめることを前提にすると、今回の案では、例えば分野

別方針の１のにぎわいというところ、現在の計画で言うと資料２の左側

の「にぎわいづくり」というところの商業・産業・業務ということに大

きく関わる部分だと思うんですが、例えば多摩センター地区は、８に地

域区分したそのひとつの地域だけの問題じゃない。もっと広域の機能も

含めて、商業機能、業務機能、そういう意味では３つの拠点地域という

か、拠点地区については、例えば多摩センター地区というのはこんなま

ちにするんだという区域を、具体的にもうちょっと計画内容についてち

ゃんと書き込む場所をマスタープランの中にきちんとつくるべきだと

思う。 

 現在のマスタープランで見ると、皆さん、お手元、机上にありますが、

「にぎわいのまちづくり」というところ、５４ページのところですが、

実は多摩センター、永山、聖蹟桜ヶ丘について、たった２ページしか書

いてないんですよ。何も書いてないに等しいので、これぐらいのことな

らむしろ、多摩市全体での位置付けとしてそれはそれとしておいて、地

域別まちづくり方針というのは、これは国が法律をつくったときの立て

つけでこうなっているんですが、居住地域としての地域区分ごとに詳し

く考える方針というところにもう一つ、拠点地区別まちづくり方針みた

いなものを位置づけ、そこで機能別に、例えば多摩センター地区、永山

地区、聖蹟桜ヶ丘地区、それぞれが具体的にどの範囲までどんなまちづ

くりをやろうとするのか。方針、方向を含めて、もう少しきちんと具体

的な内容を書いておくべきではないか。そうしたまちづくりの方針や方

向がいろんな問題が出たとき街づくり条例に基づいて調停をするとき

の指針に使えるほどしっかりと書き込んでおくというようなことを努

力しておくべきだと思う。その拠点地区は３つだけでいいのかという話

もあって、じゃ、４つとなると唐木田地区というのが出てきます。 

 さらに言うと、前回、この会議で、新しく尾根幹線が整備されること

に伴って、首都圏全体から企業を誘致しようという、まさに産業の拠点

をつくるんだという報告がありました。あれも一つの、市民の毎日の生

活に直結しないでも、多摩市の都市機能として非常に重要なまちづくり
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をしようという課題であれば、それも入れて拠点地区は５つなんです。

機能別に、にぎわいとか広域的な都市機能を整備するべき地区を、具体

的な問題を含めて、まちづくりベースで書き込むということにすれば、

住居系の地域別まちづくり方針のところに、プラスアルファで今までな

かったんですが、機能系の拠点地区づくり方針、あるいは拠点地区まち

づくり方針、そんな形で３つ、４つあるいは５つのそれぞれの地区を中

心に考えられるように新しい構成を考えてはどうか。 

 それからもう一つ、今回の分野別方針で言うと、３．道路・交通とな

っていますが、今回で言うと３もあるんですけど、要するにインフラな

んですよね。広域インフラ。それについては、機能別の都市施設という

ことで、ネットワークとして整備する。例えば、交通系というか、流動

系で言うと道路ネットワークなんですけれど、多摩ニュータウンで考え

ると、人の流動するネットワークがどういうものでつながっているのか。

それから、車はどういうふうに流れていって、それを将来どうしていく

のか。それからもう一つ、公園も含めて今、環境問題で、「グリーンイ

ンフラ」という言葉が使われていますが、本当のインフラとしてのグリ

ーンというのがこれからの多摩にはどうあるべきかというようなこと

を、これも機能別の方針として、２とか３で書き込むよりも、むしろ大

きな骨太の方針として、こんな多摩市をつくっていくんです、というの

をきちっと書き込むとすれば、新しい、さっきの３つから５つのにぎわ

いの拠点地区と同時に、３つの都市を支えるネットワークということで、

人のネットワークと車のネットワークと緑のネットワーク、環境のネッ

トワークみたいなものがあって、そうすると、残った部分が、身近なと

ころを入れた、緑の問題、環境、安全・安心、日常の生活の各々の地区、

この３つをそれぞれ生活の場として、どんなまちづくりをしていくのか

ということを書く。それが従来からの地域別まちづくり方針で書くこと

だと思うんです。それが生活の場としてのまちづくり方針ということで、

日常生活する場として書くとすると、もう一つが、それをまちづくりの

範囲とすれば、それは１０地域あったっていいし、１２地域あったって

私はいいんじゃないか。市民の皆さんが、私たちの生活のまちづくりっ
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てこの範囲で考えればいいんだよね、とちゃんと出してあげたほうがい

い。中途半端に５地域とか言われて、いや、行ったことがない地区も一

緒になっている、とかというよりは皆さんのまちの範囲をきちんとした

ほうがいいかな。 

 全体の方針ではなくて、それを受けて具体的にこんなまちにしていこ

うねというところを、今のような形でしっかりと書き込むと同時に、に

ぎわい系の拠点地区についてはしっかりこんなまちにしようという拠

点計画論を、人の活動、流動の動線として、こんなネットワークでしっ

かりと都市の骨格を整備していきましょうという都市構造論と、それか

ら、毎日の生活の場としては、それぞれのまち、こんなまちになるとい

いよねという居住地計画論をしっかりと書いて、それを市民と行政が共

有する。そんなようなマスタープランの新しい構成を１回考えてみたら、

今日いただいた意見、大分落としどころが見えてくるんじゃないかな、

ということを考えていました。いかがでしょうか。 

○○委員  今の中林委員長の発言に加えまして、機能別方針のところに、今後の

多摩市のまちづくりへの取組というのを入れてもらって、例えば多摩セ

ンターであれば、上下の隔たりがあるバリアの解消だとか、僕は一番考

えているのは無人化運転の社会実験に場所を提供するとか、そういうふ

うに市がこういうことをやるから君たちはこういうふうに考えてくれ

と。人に何かしてもらうのであれば、まず自分が何かやりますよという

ようなことが普通であれば必要かなと思いますので、そういうのを明確

にしていただければ本当にありがたいと思います。 

中林委員長  分かりました。この１０年間、こんなこともやってみましょうも書い

ておくべきということですよね。 

○○委員  はい。できなくても仕方ないと思っていますが、やっぱり決意表明は

すべきなのかなと思っていまして。 

中林委員長  ○○さん、どうぞ。 

○○委員  現地視察の結果というか、現地視察に行った場所というのが、ここは

見たほうがいいよという思いがある事務局サイドのことと、それから、

見た結果、やっぱりいろんな意見が出るわけですね。私には発想がなか
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ったんですけど、７ページの諏訪近隣センターの１行目の後半で、「シ

ャッターを開けさせる工夫」というのは、これは私は発想がなかったな

と思ったんですけども、こういうことを、この周辺にお住まいの方とか

地権者とかにヒアリングをして、読んでいて可能性あるなと思いました。

そういうことが視察結果の中にいっぱい書いてあって、赤ラインをいっ

ぱい引いちゃいましたけど、こういうことの要素を織り込んでいくのは

必要だなと思いました。 

 付け加えて百草団地、さっき西浦先生がおっしゃっていたんですけど、

多摩市の中でチベットみたいなところなんですね。こっちのほうに住ん

でいる人は行かない。百草団地の人が聖蹟桜ヶ丘に出てくる、多摩セン

ターに出てくるみたいなことはある。でも、こっちの人は行かないです

よね。通るだけなんですけども、やっぱりあそこの取扱いはうまく織り

込んでおいたほうがいいかなという気がします。取り残されたエリアみ

たいになっちゃうのは嫌だなと思います。 

 以上です。 

中林委員長  まさに百草団地を生活の場として、むしろ自主権を与えて考えてもら

うようなことを今後やっていかないといけないと。 

○○委員    都立大の○○です。今、ちょうど視察の話が出たので、それに関連し

て、２つありまして、今、まさにチベットという話がありましたけど、

実は団地が非常に好きなタイプから発言すると、非常に魅力的な場所で

もあるんですね。全国で見てみると、チベット的な団地ほど、逆に活性

化が一気に盛り上がるということ、結構よくありまして、横浜なんかで

も、非常に駅から遠い団地に大学連携なんかで入ったことによって、逆

転するというか、そういうことって結構全国でいろいろあると思うので、

百草団地に関してはそういう考え方を取り入れて、あそこはセンターも、

槇先生のでしたっけ、ある意味、実は隠れた魅力というか、非常にあり

ます。 

中林委員長  建築資料としては、みんな学んでいるんだよね。 

○○委員    ちょうど斜面住宅が今取壊しになってしまったのは若干残念でありま

すが、そういう意味で言うと、そういう逆転が狙える団地だなというの
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が私としては思っているので、そういう取組ができたら非常にいいかな

ということがありました。 

 もう一つは、高さ制限というか、容積率の話がマンションのところで

も出てきましたけれども、この事例ということではなくて、例えば、今

後１０年、２０年を考えると、分譲マンションの建て替えというものも、

できるだけ長寿命化を図りたいと私は考えていますが、やはり出てくる

と思うんです。分譲マンションのいろんな事例を見ると、都市計画のと

ころで、容積率がいくら緩和してもらえるか、それによって住民の持ち

出しが幾らになるか、そこら辺が非常に不確定なために、結局、業者も

住民も周辺の人たちもみんなが疑心暗鬼になるという状況が非常にあ

ると思うんです。そういった意味では、そういったこともできれば含め

て、高さとか、そういったことがもう少し明快になることによって、建

て替えをやるようなことを考えるにあっても、不透明性がなくなるとい

うような形で、ぜひ都市計画も考えていただきたいなというか、考えて

いきたいなと考えています。感想です。 

 以上です。 

中林委員長  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○○委員  いっぱいいろんな意見が出てきたので、ほとんどのことは同一なんで

すけど、今、委員長からお話のこともちょっと関連するんですけど、今

後、この２０年間にチャレンジして変えていきたいということと、それ

から、今までいい環境だから守っていきたいというようなことの間にい

っぱいいろんなエリアがあるわけですね。その度合いで物事の整理をす

る必要があるのかなと思います。だから、チャレンジしなきゃいけない

ことって、今までやったこともないことだったり見たこともなかったり、

あるいは努力してもできなかったことをやるわけですから、そこはどう

するのかということを焦点を当ててはっきりやらないと、とてもじゃな

い、到達できない。 

 もう一つは、いいじゃないかと市民が思っているいいことは、それは

守りたいということをはっきり言って整理をするという、そういう軸で
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整理をすることも必要ではないかなとちょっと思いました。 

中林委員長  マスタープランの最後に、「方針の実現に向けて」というのがあるん

だけど、実現というのは新しくつくることだけじゃないよって。創造的

に守るということも実現としてありますよということを含めて、これま

での実現に向けてではなく、まさに今やらなきゃいけないことは何かと

いうことをしっかりとまとめて書いておくべきだと。さっきの○○さん

のお話も、実験的なことも含めて、そこにしっかりと位置づけることで

もあるんですよね。 

 ○○さん、どうぞ。 

○○委員  話が最初のほうに戻っちゃうんですけど、バリアフリーの基本的な考

え方ということで、先ほど、百草団地は大学も交ぜてとかという意見も

あったと思うんですけど、バリアフリーって、私たちのような健常者が

使うというよりは、体が不自由な人とか高齢者が使うということだと思

うんですけれど、やっぱり医療関係の方が詳しいと思うので、そういう

方を交ぜていって、本当に必要なところに必要なバリアフリーのものを

つけていくのがいいんじゃないかと思っていて、先ほど○○先生がデー

タを取ってという話があったんですけれども、それはすごく重要なんで

すけど、データに載ってこない人がいると思っていて、今、多摩センタ

ー使いづらいから本当はまちに出ていきたいんだけども、バリアが多い

から、もう行くのをやめようかなとか、そう思っている体が不自由な人

とか高齢者っていると思うんです。そういう人たちの意見がもうちょっ

と反映されるようなバリアフリーのまちづくりになったらいいなと思

いました。 

中林委員長  時間になっちゃったんですが、ちょっと時間を延長させてください。 

 どうぞ。 

○○委員  じゃ、簡潔に。参考意見です。異論、反論があるかも分からないんで

すが、個人的に都市計画マスタープランという、これ、全国一律、右へ

倣えで使っている言葉なんですが、特に多摩市の場合は、ゼロから新し

く都市をつくるというよりも、もうかなり都市は出来上がっていて、出

来上がった都市をいかに磨いて、先ほどの○○さんの意見にも通ずる部
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分があると思うんですが、いかに磨いてバリューアップしていくか、あ

るいはブラッシュアップしていくかという計画づくりの時代に今もう

入っちゃっているんじゃないかなという意味で、都市計画マスタープラ

ンという言い方は、今回この際、違う表現にしちゃってもいいんじゃな

いの。まちづくりマスタープランと言うのかどうか分からないんですが、

都市計画マスタープランというと、まだそんなことやっているのみたい

な、そういうニュアンスを僕は受けるので、そこはこの際、一工夫欲し

いなと。バリューアップ、ブラッシュアッププラン。 

 もう１点。現行マスタープラン策定委員でもあったので、自分を批判

するようなことにもなるんですが、現状認識についてこの際、今、時代

の大きな過渡的状況にあるという認識を持っていて、今まではまだやや

高度経済成長、右肩上がりの、このマスタープランを策定した頃はそう

いう匂いをまだ残しながらつくった計画なんですが、今、明らかに、つ

くった都市を、饗庭先生の言葉を借りると、どうたたむか、みたいな、

そういう視点で都市を眺めていくような時代になったというような、こ

れからの多摩の暮らしはどうなる、あるいはその暮らしを支えるまちは

いかにあるべきかみたいな、いや、こうなったらいいなみたいな市民目

線で、やっぱりこれからのまち、もっと楽しく暮らしたいよ。パパは働

きに都心に行って、ママや子供が暮らすまちという、ちょっと揶揄され

たまちとして捉えられてきましたが、これからそうじゃないんだよね。

若いファミリーも楽しく暮らせるような、そういうまちをつくっていこ

うよって、それだけのストックがあるまちだよね。そのまちをどういう

ふうに磨いて、みんなが楽しく快適に暮らしていけるようなまちにする

かという。ごめんなさい、長くなっちゃった。 

 要は、具体的な計画に、拠点はどうするとか、交通をどうするとか、

公園をどうするかという前の基本的な、我々がこの計画をつくるに当た

って、こういうふうに現状を認識し、将来こうなるということを認識し

て、この計画をつくっているんですよ。そういう暮らしを実現するため

に、こういうビジョンを打ち立てて、それを各論に落としているんです

よというような話を、もっと書くべきではないのかなと。この計画を見
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ると、情けないぐらいにこれからの暮らしに対するところの認識が薄い

んですよね。 

中林委員長  そうですね。次の１０年が本当に日本の、その先５０年の曲がり方を

決めてしまう１０年なので、逆に言うと、次の１０年、どれだけいろん

なことを試みたかが、次の５０年をよりいいまちをつくる、実りあるも

のにしていくので、そういう意味では、「既定のやるべきことがあって、

それを実現するためのプログラムです」、ではなくて、むしろいろんな

チャレンジャブルなことを考えておかなきゃいけない。そういう意味で、

このマスタープランは、都市計画決定しなくてもいいので、自治体によ

っては、「都市計画マスタープラン」という言葉をやめて「都市ビジョ

ン」って言ったりしていますから、「多摩の都市とまちのビジョン２０

２４」とかの名称でつくっても、全然おかしくないのです。念のため、

サブタイトルとして（都市計画の基本的な方針）と書いておくと、一応

法的な位置づけがあるビジョンですということを明確に示すことには

なる。そのあたりの工夫はいかようにもできる。むしろしっかりとビジ

ョンを書かないといけないのであって、そこが今一番求められていると

ころかなと思います。 

 ですから、印刷物としてはちょっと厚くなるかもしれないけど、これ

まであまり書かれてこなかったところをしっかりと書き込んでいくこ

とと、それが「皆さんのまちはこうしていくのですよ」ということを明

確に表しておく。生活の場として私の住んでいるまちは、と見たら、そ

こから逆に、じゃ、お買物どこ行くのみたいに多摩市全体を見ていける

ような、そんな構成になる形が検討できると一番いいかなということで

す。事務局と事前にいろいろと打合せをしたことを完全にドタキャンし

ているんですけども、今日のお話を伺いながら、時間があまりないけれ

ども、そんな新しい構成を考えて方向づけをしていくことをちょっとチ

ャレンジしてもらうということにしたい。今回、素案として出していた

だいた改定計画の構成（たたき台）は大きい枠組みで、もうちょっと各

論にしたときに、どこにどんなことをしっかり書き込もうということを

位置づけた構成案を次回には出していけるようにしたいなと思ってい
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ます。 

 時間になっちゃったんですが、今日、日程４としてもう一つ、資料３

の改定における主要な課題ということをまとめた資料があります。ちょ

っとだけ、資料を作った意図を説明していただいて、細かい議論する時

間はないのですが、１つ目のまち歩きをしたときに出てきた課題を含め

て課題の整理をしていますが、これをいかに受け止めるかということで、

先ほどの構成案も受皿として考えていただくという方向にしたいと思

います。という前提で、資料３、ちょっとだけ説明していただけますか。 

都市計画課長  御説明させていただきます。日程第４、まちづくりの課題についてで

ございます。資料３を御覧ください。資料２で説明させていただいた分

野別方針に沿って、赤字は市民ニーズ等を踏まえた課題、青字は上位関

連計画等を踏まえた課題としてまとめたものでございます。こちらも、

本日の議論を踏まえると少し変わっていく部分もあろうかと思います

けれども、それぞれの見出しごとにまとめますと、こういったところが

課題として挙げられてくるのではないかと示させていただいたところ

です。 

 １枚めくりまして、参考１というところにつきましては、市民ニーズ、

既存区域とニュータウン区域の傾向をまとめた資料としてつけさせて

いただいたところです。本日は細かなところは割愛させていただきます

けれども、赤字のところがポイントになろうかというふうにお示しさせ

ていただいたところですので、こちらを資料３の１枚目のところに拾い

上げてきているところでございます。 

 続きまして、裏面、参考２、上位関連計画、国のものですとか東京都

のもの、また多摩ニュータウンに関連する計画、東京都と多摩市のもの、

多摩市の現状ですとか上位計画、多摩市第六次総合計画の基本構想とし

て、こういうことを考えているというところも踏まえて、この青字のと

ころがポイントになろうかというところで資料３に入れさせていただ

いているところでございます。このようなところが、今後のまちをどう

していくかというところの検討の大きなポイントになろうかと考えて

おります。こういうところを踏まえて、まちの方向性を検討していきた
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いというところでお示しさせていただいたところでございます。まだま

だこういった課題についてもう少し、こういった課題が抜けているので

はないかといった御意見などをいただけたら幸いです。よろしくお願い

いたします。 

中林委員長  ということで、これまでの議論と、それから、今、我々の周りにある

既定計画を整理していただきました。特に最後の裏面にある多摩ニュー

タウンに関する計画というところで、再生方針ですとか再生ガイドライ

ンですとか、こういう形では個別にやってきたんですが、この辺をきち

っと整理して、今回、まさに都市計画のマスタープランに位置づけがき

ちんとできるといいな、とは思っています。全体計画と地域別計画だけ

でいただいた様々な意見を全部盛り込むのは難しいということもあっ

て、さっきのような、機能別という拠点地区の計画論を出すことで、か

なり立体的にというか、拠点とネットワークと居住地域という３層構造

で読み込めるかなと思ったということです。そんな方向で改めて整理を

していただいて、次回に臨めればと思います。もし何かありましたら、

今日はもう時間なのですが、メールででも御連絡いただければ、という

ことにさせていただきたいと思います。 

 それから、参考資料の１と２がありますが、特に２は、前回ちょっと

議論が出ました既存市街地とニュータウン区域で、中学生の意向調査だ

ったと思いますけど、それ以外も含めてかな、各々の地域は大分違うよ

ねということで、その２つに区切って集計し直してもらいました。これ

は基礎的に多摩市を考える上で非常に大事な認識になるかと思います。

○○委員の、もうやれそうなことをハードにはやってきたまちがニュー

タウンだとすると、そことそれ以外の一般市街地でどういう違いがある

かということでもあると思います。これは次回までに目を通しておいて

いただけると、認識を共有できるかなと思っている資料です。 

 ということで、予定の時間を１０分以上超してしまいましたが、何か

ございますか。よろしいですか。 

 取りあえず、日程第５のその他ということで、最後、事務連絡をして

いただきたいと思っていますが。その他、お願いします。事務連絡だけ
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じゃないのかな。 

都市計画課長  それでは、日程第５、その他について御説明させていただきます。参

考資料１から３についてはお渡しさせていただいておりますけども、本

日は時間の都合で説明は割愛させていただきたいと思います。参考資料

１につきましては、多摩市の現状について簡単にまとめたもの、参考資

料２につきましては市民アンケートということで、中林委員長からも補

足いただいたところでございます。後ほど御確認いただけたらと思いま

す。参考資料３でございます。こちらは全体のスケジュールとなってお

りますけれども、次回は、お示しさせていただきましたように、６月２

２日木曜日午前１０時より、市役所本庁舎３階の３０１・３０２会議室

で開催とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

中林委員長  ありがとうございます。次回、６月２２日ということです。というこ

とで、４０日後ぐらいですが、よろしくお願いします。今日の資料は、

次回、もしお忘れなかったら、お持ちいただけるといいかなと思います。 

 ○○委員、どうぞ。 

○○委員  資料なんですけれども、紙ベースで頂くのはいいんですけれども、自

分としてはデータベースでもらったほうが楽なので、整理の仕方が楽な

ので、紙ベースで送っていただくと同時にデータを送っていただくと非

常に楽なので、そうしていただきたいと思います。 

中林委員長  ＰＤＦデータでいいということですか。 

○○委員  結構です。ほかの審議会で、この状態のときも紙ベースじゃなくなっ

ているので、なるべくそういう方向に進むべきかと思いますので、その

辺の検討もお願いします。 

中林委員長  よろしいですね。 

 どうぞ。 

○○委員  私、多分、任期が今回で終わると思いますので、街づくり審査会のメ

ンバーの方は特に長くお世話になって、大変いろいろ勉強させていただ

きまして、ありがとうございました。 

中林委員長  最後に事務連絡というか、よろしいですか。 
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都市整備部長  長時間にわたり、ありがとうございました。最後、事務連絡というと

ころでございます。ただいま○○委員から、本日の会議をもちまして最

後の出席になるといった御挨拶がございました。任期まで、都市計画に

関する基本的な方針の改定、本特別委員会並びに、まちづくりに関する

分野で本当に御尽力を賜りまして、ありがとうございました。この場を

お借りして、御礼申し上げさせていただきます。 

 なお、本日御欠席ではございますが、同じく街づくり審査会の市民委

員の石川委員でございますけれども、引き続き市民委員となりますので、

６月以降も御尽力いただくことになってございます。 

 以上、事務局よりの御連絡という形になります。 

中林委員長  これをもちまして、本日の第３回多摩市都市計画に関する基本的な方

針改定特別委員会を閉会いたします。皆様、どうもありがとうございま

した。 

 ありがとうございました。○○委員、ありがとうございました。 

 

── 閉会 ── 

 

 

 

 

 


